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１ 条例の趣旨及び用語の定義 
ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例は，土砂等による土地の埋立て等

について，市，土地の埋立て等を行う者，土地の所有者等の責務を明らかにするために必要な規制

を定めることで，生活環境の保全に資することを目的に制定したものです。 

 

（１）土地の埋立て等 

土地の埋立て，盛土及び堆積のことをいう。 

埋立て 周辺地盤より低いくぼ地を埋立てること  

 

盛土 周辺地盤より高くなるように土砂等を盛

り，かつ将来にわたってその形状が変更

されないもの 

 

堆積 周辺地盤面より高くなるように一時的に

土砂等を盛るものであり，将来その形状

の変更が予定されているもの 

 

 

（２）土砂等 

土砂及び土砂に混入し又は付着した物で，廃棄物を除くものをいいます。主に，粘土，シル

ト，砂，礫，ズリなどをいい，岩石や化石などの自然物が含まれます。砕石等の加工物（バージ

ン材，再生砕石等）は含まれません。 

 

（３）改良土 

土砂等（泥土を含む。）又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し，化学的安定処理したものをい

います。 

 

（４）埋立て等区域 

土地の埋立て等を行う土地の区域をいい，埋立て等を計画している区域の土地の登記簿上に記

入されている面積ではなく，実際に土地の埋立て等を行う区域の面積をいいます。 

 

（５）土地の所有者等 

土地の所有者その他土地を使用する権原を有する者をいいます。 

土砂等 

土砂等 

土砂等 
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粘土（粒径 0.005ｍｍ以下）       シルト（粒径 0.005ｍｍ～0.074ｍｍ） 

    

    砂（粒径 0.074ｍｍ～2ｍｍ）           礫（粒径 2ｍｍ以上） 

     

 ズリ（砕石より大きい岩石を含む土砂）    加工砕石（80ｍｍ以下）（バージン材，RC 等） 

許可が必要な土砂等（自然物） 

許可不要 
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２ 許可が必要となる土地の埋立て等 
土地の埋立て等を行う場合，ひたちなか市では埋立て面積の下限値を撤廃しているので，3,000 

㎡未満の土地の埋立ては事前に許可を取得する必要があります。しかし，下記の土地の埋立て等は

適用除外となります。 

※ 砕石や再生砕石等の土砂等に該当しない資材や，袋詰めで販売されている土砂（園芸用土等）

のみを使用する場合，本条例に基づく届出等の手続きは不要 

 

① 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であっ

て，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの 

② 国，地方公共団体その他規則で定める者（※１）が行う土地の埋立て等 

③ 他の法令又は条例の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって規則

で定めるもの（※２） 

④ その他規則で定める埋立て等（ア～キ） 

ア 採石法，砂利採取法その他の法令及び条例に基づき許認可等（許可，認可，免許その他の自

己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。）がなされた採取場から採取された土砂等を

販売するために行う一時的な土砂等の堆積 

イ 国，地方公共団体その他規則で定めるものが発注した工事から発生した土砂等を１年を越え

ない期間で他の場所へ搬出する目的で行う土砂の堆積 

ウ 運動場，駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う土地の埋立て等 

エ 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土地の埋立て等 

オ 土砂等を発生させる者が請け負った工事において発生した土砂等を自ら利用するために行う

一時的な土砂の堆積であって，埋立て等区域の面積が 300 平方メートル未満のもの 

カ 宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に良質土砂等（※３）を用いて行う土地の埋立て等

であって，次に掲げる要件の全てに該当するもの 

① 埋立て等区域の面積が３，０００平方メートル未満であること。 

② 土地の埋立て等の高さが５０センチメートル未満であること。 

キ 一戸建ての住宅又はこれに付属する建築物の建築を目的に良質土砂等を用いて行う土地の埋

立て等であって，次に掲げる要件の全てに該当するもの 

  ① 埋立て等区域の面積が５００平方メートル未満であること。 

② 土地の埋立て等の高さが２メートル未満であること。 

   

※１ 規則で定める者とは 

ア 東日本高速道路株式会社，日本下水道事業団及び自動車安全運転センター 

イ 土地改良法第 10 条第 1 項の規定により認可された土地改良区及び同法第 77 条第 2 項の規

定による認可を受けた土地改良区連合 
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ウ 土地区画整理法第 14 条第 1 項の規定により認可された土地区画整理組合 

エ 地方住宅供給公社法に基づき設立された地方住宅供給公社 

オ 地方道路公社法に基づき設立された地方道路公社 

カ 公有地の拡大の推進に関する法律第 10 条第 1 項の規定により設立された土地開発公社 

キ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人 

ク 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人 

ケ 国又は地方公共団体がその資本金，基本金その他これに準ずるものを出資している法人であ

って，生活環境の保全の保全に関し，国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者とし

て市⾧が認めた者（認定を受けようとする者は，生活環境の保全に関し国又は地方公共団体

と同等以上の能力を有する者の認定申請書（様式第１号），定款，法人の登記簿謄本，直近

の事業年度の事業報告書，財産目録，損益計算書及び貸借対照表を添えて提出） 

 

※２ 規則で定めるものとは 

ア 採石法第 33 条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等 

イ 砂利採取法第 16 条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等 

 ウ 土地区画整理法第 76 条第 1 項の規定による許可を受けた土地の埋立て等 

 エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1 項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理

施設及び同法第 15 条第 1 項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土

地の埋立て等 

 

※３ 良質土砂等とは 

次に掲げる条件を満たした砂，砂質土，礫，礫質土又はこれらに準ずるものをいう 

ア 土壌の汚染に係る基準について別表に定める有害物質の基準値を超えていない 

イ コーン指数 400 以上であること 

ウ 建設発生土又は改良土でないこと 
 

３ 許可の基準 
許可を受けるための基準は以下のとおりです。許可を申請するにあたり，以下の基準を全て満た

す必要があります。 

 

① 埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質による汚染の状態が以下に適合していること。 

ア 別表第１（Ｐ33）の基準に適合していること。 

イ 改良土でないこと。 

ウ 第１種建設発生土，第２種建設発生土，第３種建設発生土であること。 

エ 水素イオン濃度指数の測定値が４以上９未満であること。 
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② 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置が別表第２（Ｐ37）の基準に

適合していること。 

③ 土地の埋立て等を行うことについて，当該土地の所有者等の同意を得ていること。 
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４ 土砂等による土地の埋立て等に関する事業の流れ 

土地の所有者等         事業者         市（環境政策課） 

 

・市，土地所有者等への計画相談 

 

 

 

 

 

 

 

・搬入土砂の土壌調査（市職員立会い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・着手して 10 日以内に着手届出 

・発生元へ土砂等受入概要書交付 

   

 

 

 

 

 

・埋立地整形後（市職員立会い） 

 

 

 

計画設計，現地周辺調査 

事前協議書作成 

事前協議書提出 事前協議書受理 

許可申請準備 現地調査 

関係各課への意見聴取 

関係各課からの意見書・

事前協議済書の交付 

事前協議済書受領 

関係各課からの意見書

の内容を各課と調整 

計画設計修正，説明 

許可申請 許可申請受付・審査 

許可書交付 
許可事項・条件書面通知 

工事着手，着手届出・通知 

標識の作成・設置 

施工管理台帳の作成，記帳 

土壌の定期調査 

土壌の完了調査 

完了，完了届提出・通知 

施工状況の確認 

・完了後 10 日以内に完了届出提出 

・着手後３月に一回（市職員立会い） 
・周辺のパトロール 

・立ち入り検査 

・報告の聴取 

目
安
と
し
て
約
30
日 

約
10
日 

事業計画説明１回目 

了承 

事業計画説明２回目 

同意書に署名 

※事業者は，事業計画書及

び最終図面等を持参し，

計画に理解してもらった

上で同意書を取得するこ

と（許可申請者と土地所

有者等が同一である場合

は除く） 

 

許可事項・条件書面通知受領 

届出通知（着手届）受領 

施工状況の定期確認 

・毎月１回以上必須 

・許可内容と異なる事業

が行われている場合は

市に通報 

届出通知（完了届）受領 
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５ 事前協議の手続き 
許可の申請（変更許可申請を含む。）をする前に，事業計画について事前協議を行う必要があり

ます。 

 

（１）事前協議とは 

事前協議では，埋立て等の事業計画について市関係課に意見を聴取します。意見聴取は市環境政

策課が行うため，事業者が事前に関係課と打ち合わせをする必要はありません。しかし，許可等に

日数を要する法令等で，意見聴取前に打ち合わせが必要な場合は，あらかじめ関係課と打ち合わせ

をしても構いません。 

 

意見聴取する主な関係課 

課名 意見聴取の内容（主なもの） 

企画調整課 
各種まちづくり施策との整合性， 

市コミュニティバスの運行ルートについて 

農政課 
森林の伐採，農用地での埋立て， 

土地改良区等の意見について 

建築指導課 建築確認，開発行為について 

都市計画課 茨城県景観形成条例について 

公園緑地課 風致地区について 

道路管理課 道路の維持管理について 

河川課 雨水の流入許可，水路等への土砂流出防止について 

廃棄物対策課 廃棄物の不法投棄について 

生活安全課 交通安全留意について 

教育委員会総務課文化財室 埋蔵文化財包蔵地の確認について 

農業委員会事務局 農地転用について 

※上記の課以外にも協議内容によって，他の課にも意見を聴取する場合があります。 
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（２）事前協議に必要な書類 

事前協議には以下の書類を，正副２部作成し提出してください。各書類の記入の仕方について

は，８ 事前協議記入の仕方（Ｐ17～）を参照してください 

① 事前協議書（様式第１号）（代理申請の場合の委任状添付） 

② 土地の埋立て等に係る事業計画書（様式第１号の２） 

③ 埋立て等区域及び隣接する土地の明細表（様式第１号の３） 

④ 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近見取り図 

⑤ 不動産登記法第１４条第１項に規定する地図又は同条第４項に規定する図面の写し 

⑥ 埋立て等区域の現況平面図，断面図，面積計算書 

⑦ 埋立て等区域の計画平面図，断面図，雨水排水計画図 

⑧ 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書 

⑨ 埋立て等区域への土砂等の搬入経路を示した図面 

⑩ その他市⾧が必要と認める書類 

 

（３）事前協議後 

関係各課からの意見聴取及び事前審査には，目安として約３０日かかります。 

関係各課からの意見聴取が終了した後，事前協議済書と関係各課からの意見書を交付します。 

関係各課からの意見書の内容を踏まえ，関係各課との調整及び計画変更等を行ってから，許可申請

の準備をしてください。 
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６ 許可申請の手続き 

（１）許可申請に必要な書類 

許可申請には以下の書類を，正副２部作成し提出してください。各書類の記入の仕方について

は，９ 本申請書記入の仕方（Ｐ22～）を参照してください。書類枚数が多い場合は，書類目次を

作成し，インデックスを付してください。 

 

① 土地の埋立て等許可申請書（両面印刷）（様式第２号） 

② 申請者の住民票（申請者が法人の場合は法人登記事項証明書）の写し及び印鑑証明書 

③ 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図 

④ 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の同意書（土地の所有者等が申請者のみである場合を

除く。）（様式第２の２） 

⑤ 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し 

⑥ 埋立て等区域が自己所有でない場合，土地の使用権限を証する書面 

⑦ 請負契約書の写し（申請者が他の者に施工を請け負わせる場合） 

⑧ 施工管理者の住民票の写し 

⑨ 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画（様式第３号） 

⑩ 埋立て等区域への土砂等の搬入経路図 

⑪ 土砂等の発生者が発行する発生元証明書（様式第４号） 

⑫ 土砂等の発生から処分までのフローシート 

⑬ 埋立て等区域の現況平面図，断面図，面積計算書 

⑭ 埋立て等区域の計画平面図，断面図，雨水排水計画図 

⑮ 土砂発生元の案内図，現況平面図，面積計算書 

⑯ 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書 

⑰ 土砂発生場所で土壌調査の試料として採取した地点を表す図面，写真，土壌分析結果証明

書，土壌調査試料採取報告書（様式第５号） 

⑱ 他法令の許可書 

⑲ 埋立て等区域の隣地所有者の同意書（同意が得られない場合や同意取得が困難な場合はその 

旨を記入した書類を提出すること） 

⑳ 許可申請手数料に係る納入通知書兼領収書の写し（申請日に手数料を納付して添付） 

㉑ 暴力団員又は暴力団に関する誓約書（様式第５号の２） 

㉒ その他市⾧が必要と認めるもの（代理申請の場合の委任状等） 
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（２）許可申請手数料 

許可申請には，土地の埋立て等を行う区域の面積に応じた許可申請手数料が必要です。許可申請

書類を提出する際に，下記の表記載の金額を持参してください。納付書を発行しますので，市役所

内の銀行又は会計課で納付していただきます。 

 

土砂等による土地の埋立て等の申請手数料 

土地の埋立て等を行う区域の面積 手数料の金額 

1,000 ㎡未満 13,000 円 

1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満 28,000 円 

 

 

（３）土壌の調査方法 

許可申請時は土砂等の発生元，定期調査及び完了届出時は

埋立て区域の土壌調査が必要です。 

 土壌の調査のための試料とする土砂等の採取は，市職員立

会いの上行います。中央の 1 地点及び中央の地点を直角に交

わる２直線状の当該中央の地点から 5～10ｍまでの４地点，

合計５地点の深度 30～50ｃｍから等量に採取し，混合して１

試料とします。 

土砂等の発生元及び埋立て区域が 3,000 ㎡につき１試料必

要です。（～3,000 ㎡以内は１試料，～6,000 ㎡以内は２試

料，～9,000 ㎡以内は 3 試料） 

試料を別表第 1（P３３）かつ別表第 1 の２（P３６）に掲

げる方法により計量及び測定を行ってください。 

 

（４）許可（不許可）の決定 

 許可が決定してからの着工となり，許可の決定まで申請をしてから１０日程かかります。 

許可まで時間を要する場合もあるため，早めの申請をお願いします。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

5～10ｍ 

① ② ③ ④ ⑤ 

１試料 
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詳細及び様式は，茨城県庁の HP を確認してください 

７ 許可後 
許可取得後には以下の手続き・作業が必要です。 

 

（１）土地の所有者等に許可事項，許可条件を書面で通知する 

土地の所有者等に，交付された許可決定通知書，許可申請書及びその添付書類の写し等を通知し，

許可事項及び許可条件を説明してください。  

 
（２）標識の設置 

許可を受けた後，埋立て等区域の土砂等搬入車輌出入り口付近の見やすい場所に，様式第１３号

の標識を設置してください。 

 

（３）施工管理者の設置 

施工中は施工管理者を設置し，埋立て等区域の周辺の地域の生活環境保全，災害の防止のため，

施工管理者は必要な施工上の管理をしなければなりません。 

 

（４）土砂等の発生元へ土砂等受入概要書の交付，適合証明書を確認しての土砂等受入 

茨城県の埋立てに関する条例に基づき，許可を受けた者は，土砂等の発生元に「土砂等受入概要

書」を交付しなければなりません。また，土砂等の発生元は，土砂等の運搬者（ダンプ運転手等）

に，運搬する土砂等が「土砂等受入概要書」に適合した土砂等であることを証明する「適合証明

書」を交付し，許可を受けた者は「適合証明書」を確認して土砂等を受入しなければなりません。 

 
 

（５）帳簿への記入 

埋立て等を行っている間は，土地の埋立て等施工管理台帳（様式第１４号）を毎日記入してくだ

さい。 

 
（６）許可後に提出する届出 

下記届出をする際には，同時に土地の所有者等にも届出書の写しを通知する必要があります。 
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① 着手した場合 

埋立て等に着手後１０日以内に土地の埋立て等着手届出書（様式第８号）に，今回の埋立て

等が他の法令等に基づく許認可等を要するときは，当該許認可等を受けたことを証する書面を

添付して提出 

 

② 完了した場合 

埋立て等の完了後１０日以内に土地の埋立て等完了届出書（様式第９号），完了した埋立て

等区域の平面図や断面図等構造の分かる図面，ページ下段（７）土壌の定期調査報告，完了調

査の①～⑤の書類を提出 

 

③ 廃止（休止）した場合 

埋立て等の廃止（休止）後１０日以内に土地の埋立て等廃止（休止）届出書（様式第 10

号）と下記の書類を提出してください。 

廃止の場合…埋立て等区域の廃止後の構造に関する図面，現況写真 

休止の場合…埋立て等区域以外への土砂等の崩落，飛散又は流出による災害の発生を防止する

ための措置に関する図面，現況写真 

 

④ 休止した埋立てを再開した場合 

休止した埋立てを再開して１０日以内に土地の埋立て等再開届出書（様式第 11 号）を提出 

 
（７）土壌の定期調査報告，完了調査 

埋立て等を着手してから完了及び廃止するまでの間，着手してから 3 月に一回，土壌の調査が必

要です。調査結果は試料採取から１月以内に以下の書類を添えて報告してください。完了調査も同

じです。調査方法は６－（３）土壌の調査方法をご参照ください。 

① 土壌調査報告書（様式第１６号） 

② 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置を示す図面 

③ 土壌の調査に使用した土砂等の採取状況の分かる現場写真 

④ 土壌調査試料採取報告書（様式第５号） 

⑤ 土壌分析結果証明書 

 
（８）変更許可申請 

許可後，以下に変更が生じた場合は，土地の埋立て等変更許可申請書（様式第６号）と変更に係

る書類を提出してください。また，変更許可申請手数料も発生しますのでご注意ください。 

また変更許可後，土地の所有者等に，交付された変更許可決定通知書，変更許可申請書及びその

添付書類の写し等を通知し，許可事項及び許可条件を説明してください。 
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①埋立て等の目的             ⑥埋立て等に用いる土砂等の発生の場所 

②埋立て等区域の面積           ⑦埋立て等に用いる土砂等の数量の増加 

③埋立て等の種類ごとの面積        ⑧埋立て等の施工に関する計画 

④埋立て等の期間延⾧           ⑨埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全 

⑤埋立て等に用いる土砂を発生させる者    及び災害の防止に関する計画 

変更許可申請手数料 

 

 

 

 

☆軽微な変更 

許可後，以下に変更が生じた場合は，土地の埋立て等軽微変更届出書（様式第７号）と変更に

関する書類添付して提出してください。また，以下の変更には手数料は発生しません。 

 

・申請者の氏名又は名称，住所，代表者の氏名が変更となった場合 

※個人の場合は住民票，法人の場合は法人登記事項証明書を添付してください 

・施工管理者の住所，氏名が変更となった場合 

※新しい施工管理者の住民票を添付 

 

☆変更が不要となる行為 

許可後，以下に変更が生じた場合は変更の申請は不要となります。 

・埋立ての期間の短縮     

・埋立ての土量の減少 

・埋立ての期間の短縮や埋立ての土量の減少により，施工に関する計画が変更となった場合 
 

 

（９）許可の取り消し及び停止，公表，罰則 

以下の事項に該当した場合は許可の取り消し及び停止の命令がされます。 

・許可内容に変更が生じたのに変更許可申請を行わずに埋立て等を行ったとき 

・許可内容に偽りその他不正の手段をしていたとき 

・許可に付した条件に違反したとき 

・許可後に提出するべき届出を行わなかったとき 

・施工管理者の設置，施工管理者による施工管理，標識の掲示，帳簿の記入及び事務所へ備え  

付け・閲覧を怠ったとき  

土地の埋立て等を行う区域の面積 変更手数料の金額 

1,000 ㎡未満 6,000 円 

1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満 15,000 円 
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・土壌の定期調査報告を行わなかった又は虚偽の報告を行ったとき 

・市の土壌調査命令，措置命令に違反したとき 

・正当な理由なく，許可後１年以上の未着手及び休止 

また，許可の取消しや命令違反等を行った場合には，氏名等の公表や懲役及び罰金等が科せられ

る場合があります。 

 

（１０）災害発生又災害を予見したときの手続き 

土地の埋立て等を行う者は，土壌の汚染若しくは土砂等の飛散若しくは流出が生じ，又は生じる

おそれがあることを知ったときは，直ちに，当該土地の埋立て等を中止し，又は原状回復その他必

要な措置を講じ，その旨を市⾧その他の関係機関に通報するとともに埋立て等区域内の土地の所有

者等に通知しなければなりません。 

 
（１１）土地所有者の定期確認義務 
 

土地の所有者等は，毎月１回以上，土地の埋立て等の施工の状況について，次に掲げる点について

定期確認しなければなりません。自ら行うことが困難な場合は，他の者に依頼することができます。 

①施工状況が，許可を受けた内容と相違していないこと 

②土砂等の飛散若しくは流出が生じ，又は生じるおそれがないこと 

 

また，定期確認によって，許可内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行われていることを知っ

たときは，直ちに土地の埋立て等を行う者に対し旨を市に報告しなければなりません。 

  

定期確認を怠った場合又は市に報告を怠った場合は，土地所有者等に勧告又は命令，さらには罰

則が科される場合があります。
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８ 事前協議書の記入の仕方 

事前協議に必要な書類は正副２部を提出してください。副本は事前協議が終了した後，事前協議

済書と意見書を添えてお返しします。 

 

（１）事前協議書（様式第１号）の記入の仕方 

 

様式第１号（第２条の２関係） 

（表） 

事前協議書 

年  月  日

 

 ひたちなか市長      殿 

                   申請者 

住所 

                    氏名 

    （法人にあっては，主たる事務所の所在地，その名称及び代表者の氏名）

電話番号 

 

ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第６条の規定に基づき，

次のとおり事前協議の申立てをします。 

 

 

土地の埋立て等の種類 □ 埋立て   □ 盛土   □ 堆積 

土地の埋立て等の目的 
 

 

埋立て等区域の位置 ひたちなか市 

埋立て等区域の面積（実測） 

（利用敷地面積） 

       ㎡ 

（      ㎡） 

埋立て等

の量 
        ㎥ 

土地の埋立て等を行う期間    年  月  日 ～    年  月  日 

工事施工業者の名称  

施工管理者の住所，氏名及び

電話番号 

住所 

氏名 

電話番号 

 

① 

② 

⑤ 

④ 

③ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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① 申請者 

土地の埋立て等を行う者の住所，氏名及び電話番号を記入してください。申請者が法人の場合

は，主たる事務所の所在地，その名称及び代表者の氏名を記入してください。押印は不要です。 

 

② 埋立て等の種類 

埋立て，盛土，堆積の中から該当するものに☑を記入してください。（１－（１）参照） 

 

③ 埋立て等の目的 

埋立て等をどのような目的で行うのか具体的に記入してください。 

 

④ 埋立て等の区域の位置 

埋立て等区域の所在地番をすべて記入してください。 

 

⑤ 埋立て等区域の面積 

埋立て等を行う土地の実測面積（埋立てを行う範囲の面積）及び利用敷地面積（登記簿上の面

積）を記入してください。 

 

⑥ 埋立て等の量 

埋立て等に用いる土砂の量を記入してください。 

 

⑦ 埋立て等を行う期間 

埋立て等を開始してから完了するまでの予定工事期間を記入してください。 

 

⑧ 工事施工業者，施工管理者の住所，氏名及び電話番号 

工事施工者が法人の場合は，法人名を記入してください（個人の場合は空欄で構いません）。 

埋立て等を施工するために必要な能力を持った者で，施工中に現場へ常駐できる責任者の住所，

氏名及び電話番号を記入してください。 
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（２）土地の埋立て等に係る事業計画書（様式第１号の２）の記入の仕方 

  

① 土砂の発生場所 

埋立て等に用いる土砂等の発生場所の地名地番を記入してください。 

 

様式第 1号の２（第２条の２関係） 

 

土地の埋立て等に係る事業計画書 

 

１ 土地の埋立て等に用いる土砂等に係る事項 

発生の場所 
 

 

発生させる者の住所・

氏名 

住所 

氏名 

 

２ 土地の埋立て等の整備計画 

土地の埋立て等の高さ 最大      ｍ のり面の勾配 度 

のり面の保護方法 

□ 石張り □ 芝張り □ モルタル吹付け □ その他 

 

 

跡地利用計画及び土砂

の飛散防止措置 

 

 

 

 

３ 防災対策及び周辺環境対策 

囲い柵の設置方法 
 

 

雨水の流入対策 
 

 

雨水及び土砂の 

流出対策 

 

 

粉塵防止対策 
 

 

騒音防止対策 
 

 

 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

② 

① 
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② 土砂の発生者 

埋立て等に用いる土砂等の発生者の住所氏名を記入してください。 

 

③ 埋立て等の高さ 

埋立て等の最大の高さ（深さ）を記入してください。 

 

④ のり面の勾配 

埋立て等によって発生するのり面勾配（複数の場合は最大勾配）について記入してください。 

 

⑤ のり面の保護方法 

  埋立て等によって発生したのり面の保護方法について☑ ☑すること。「その他」に  した場合

は,詳細を記入してください。 

 

⑥ 跡地利用計画及び土砂の飛散防止措置 

  埋立て等完了後の土地の利用計画が明確である場合はその計画を，明確でない場合は土砂の飛

散防止措置（芝張り，植栽等）を記入してください。 

 

⑦ 囲い柵の設置方法 

埋立て等区域の安全及び侵入防止のため，柵を設ける必要があります。その方法を記入してく

ださい。 

 

⑧ 雨水の流入対策 

  埋立て等区域に外部から雨水が流入するのを防ぐ対策を記入してください（開渠等）。 

 

⑨ 雨水及び土砂の流出対策 

豪雨等により，埋立て等区域内の雨水及び土砂が外部に流出するのを防ぐ対策を記入してくだ

さい（排水設備等）。 

 

⑩ 粉塵防止対策 

埋立て等区域からの粉塵，運搬路から生じる埃等が，周辺地域の生活環境を阻害しないように

防止する対策を記入してください（散水，シート掛け，表層の締固め，運搬車両の洗車等） 

 

⑪ 騒音防止対策 

埋立て等区域の工事及び運搬車両から生じる騒音が，周辺住民の迷惑にならないように防止す

る対策を記入してください（工事時間の調整，低騒音機械の導入，アイドリングストップ等）。 
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（３）その他の書類について 

① 埋立て等区域及び隣接する土地の明細表（様式第１号の３） 

  埋立て等区域及び隣接する土地の所在地等を，土地の登記事項を参照し記入してください。 

 

② 埋立て等の区域の位置を示す図面及び付近の見取図 

ア 位置図 縮尺は 1/25,000～1/10,000 程度で，埋立て区域周辺の状況が分かるものを作成し

てください。 

イ 見取図 縮尺は 1/2,000 程度で，住居の立地状況等の周辺状況が判別できるものを作成して

ください。 

 

③ 不動産登記法第１４条第１項に規定する地図又は同条第４項に規定する図面の写し 

申請する日前 3 か月以内に発行された，公図の写しを添付してください。登記情報提供サービ

スにより発行された証明書でも構いません。 

 

④ 埋立て等区域の現況平面図，現況断面図及び面積計算書 

ア 平面図・断面図 縮尺は，土地の埋立て等を実施する区域の現況の形状が判別できるものと

します。 

イ 面積計算書   実測に基づく求積図を作成してください。 

 

⑤ 埋立て等区域の計画平面図，計画断面図及び雨水排水計画図 

ア 平面図・断面図 縮尺は，土地の埋立て等の施工完了後の土地の形状が判別できるものとし

ます。 

イ 雨水排水計画図 縮尺は，排水処理工程が判別できるものとし，排水計画の根拠となった流

量計算も併せて添付してください。 

 

⑥ 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書 

土地の埋立て等に基づいて，予定容量を計算した書類を作成してください。 

 

⑦ 埋立て等区域への土砂等の搬入経路を示した図面 

土砂等の発生場所から土地の埋立て等区域までの運搬経路を明記してください。 
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９ 土地の埋立て等許可申請書の記入の仕方 
許可申請に必要な書類は正副２部を提出してください。副本は許可書を添えてお返しします。 

書類枚数が多い場合は，書類目次を作成し，インデックスを付して提出してください。 

（１）土地の埋立て等許可申請書（様式第２号）記入の仕方 

 

  

① 

④ 

③ 

⑥ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

② 

⑩ 
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① 申請者 

土地の埋立て等を行う者の住所・氏名・電話番号を記入し，実印を押印してください。申請者

が法人の場合は，主たる事務所の所在地，その名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 

 

② 埋立て等の目的 

埋立て，盛土，堆積の別を記入するとともに，どのような目的で埋立てを行うのか記入してく

ださい。 

 

 

③ 埋立て等区域の位置 

埋立て等を行う土地の所在地をすべて記入してください。 

 

 

④ 埋立て等区域の面積（実測）（利用敷地面積） 

埋立て等を行う土地の実測面積（埋立て等を行う範囲の面積）及び利用敷地面積（登記簿上の

面積）を記入してください。 

 

 

⑤ 埋立て等の種類ごとの面積（実績） 

埋立て，盛土，堆積の中から該当する種類のものに実測値の面積を記入してください。 

 

 

⑥ 土地の埋立て等を行う期間 

土地の埋立て等を開始してから完了するまでの予定工事期間を記入してください。 

 

 

⑦ 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び発生の場所 

土地の埋立て等に使用する土砂等の発生元事業者及び土砂等の発生場所の所在地番すべてを記

入してください。なお、土砂等の発生元が複数あり欄内に記入しきれない場合は、別紙で一覧表

を作成してください。 

 

 

⑧ 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画 

埋立て等区域での生活環境の保全対策の方法を記入してください。欄内に記入しきれない場合

は「別紙のとおり」と記入し，別紙を作成してください。 
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⑨ 施工管理者の住所，氏名，電話番号 

土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った者で、土地の埋立て等の施工中に現場へ

常駐できる者とします。 

 

 

⑩ 土地の埋立て等に用いる建設機械の種類及び台数 

埋立て等に使用する機械の種類（１０ｔ車，ブルドーザー，トラクターショベル，バックホウ

等）と台数を記入してください。特に「くい打ち機」「削岩機」「空気圧縮機（原動機の定格出力

が 15ｋｗ以上）」「コンクリートプラント又はアスファルトプラント」「バックホウ（原動機の定

格出力が 80ｋｗ以上）」「トラクターショベル（原動機の定格出力が 70ｋｗ以上）」「ブルドーザ

ー（原動機の定格出力が 40ｋｗ以上）」等を使用する場合は，騒音・振動規制法の特定建設作業

に該当する可能性があるため，必ず記入してください。 
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（２）土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画（様式第３号）の記入の仕方 

発生元が複数ある場合は，それぞれの発生元の情報を記入してください。 

 

 
① 発生元業者名 

土砂等を発生させる者を記入してください。 

 

② 予定量 

発生する土砂の予定量を記入してください。 

 

③ 最大日量 

１日に運搬する最大の土砂の量を記入してください。 

 

④ 搬入期間 

土砂等を搬入する期間を記入してください。 

 

⑤ 搬入時間 

土砂等を搬入する時間を記入してください。 

 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ② ① ③ 



27 

 

⑥ 搬入土砂の区分 

第１種建設発生土，第２種建設発生土，第３種建設発生土から該当する区分を記入してくださ

い。 

 

⑦ 発生場所 

土砂等が発生される場所を記入してください。 
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（３）土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書（様式第４号）記入の仕方 

 
 

① 土砂等の発生者 

 土砂等を発生する者の住所，氏名，電話番号を記入してください。また，法人にあっては，主

たる事務所の所在地，その名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 

 

① 

④ 

⑤ 

③ 

② 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑦ 
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② 工事名 

土砂等の発生する者が，今回の埋立て等の現場に搬入する土砂が発生する原因となった，発生

元で行っている工事の名称を記入してください。 

 

③ 工事施工場所 

上記②の工事を行っている場所を記入してください。 

 

④ 工事発注者 

上記②の工事の工事発注者を記入してください。 

 

⑤ 工事施工期間 

上記②の工事の施工期間を記入してください。 

 

⑥ 工事に係る土砂等の発生量 

上記②の工事で発生する土砂の量を記入し，「うち処分契約量」は，今回の埋立て等の現場に搬

出する土量を記入してください。 

 

⑦ 今回の証明に係る土砂等の発生量 

上記⑥の処分契約量のうち，この証明書によって今回の埋立て等の現場に搬入する土量を記入

してください。 

 

⑧ 発生土砂等の区分 

第一種建設発生土，第二種建設発生土，第三種建設発生土のいずれかを記入してください。 

 

⑨ 発生土砂等の運搬契約者 

土砂等を運搬する者の住所，氏名を記入してください。ただし，法人にあっては主たる事務所

の所在地，その他名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 

⑩ 発生土砂等の最終処分事業者 

土地の埋立て等を行う者の住所，氏名を記入してください（許可申請の申請者になります）。 

ただし，法人にあっては主たる事務所の所在地，その他名称及び代表者の氏名を記入してくだ

さい。 
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（４）土壌調査試料採取報告書（様式第５号）の記入の仕方 

 
① 報告者 

土壌の調査を行った分析者の住所，氏名，電話番号を記入してください。また，法人にあって

は，主たる事務所の所在地，その名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 

② 検体区分 

調査を行った検体の検体番号を記入してください。検体番号は土壌分析結果証明書に記入され

ている検体番号と一致させてください。 

 

③ 採取者 

土壌の調査を行うのに試料採取を行った者の氏名を記入してください。 

 

④ 採取年月日 

試料採取を行った日を記入してください。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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⑤ 採取深度 

採取をした際の深度を記入してください。職員立会いの場合の採取深度は 30 ㎝～50 ㎝です。

（採取深度は条件により変更することがあります。） 

 

（５）その他の書類について 

① 申請者の住民票の写し（若しくは法人の登記事項証明書）及び印鑑登録証明書 

申請する日前 3 か月以内に発行されたものを添付してください。 

 

② 埋立て等区域の土地の全部事項証明書（土地登記簿謄本）及び不動産登記法第１４条第１項に

規定する地図又は同条第４項に規定する図面の写し（公図の写し） 

申請する日前 3 か月以内に発行された，登記官の認証文や登記官印が付せられた証明書を添付

してください。登記情報提供サービスにより発行された証明書は認めません。 

 

③ 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の同意書（土地の所有者等が申請者のみである場合を除

く。）（様式第２の２） 

 土地の所有者等に，許可申請書及び設計図面等を用いて，事業計画について丁寧に説明し，ま

た同意書内に記載のある定期確認義務（７－（９）参照）など，土地の所有者等責務について理

解してもらった上で，同意をもらってください。 

 

④ 埋立て等区域の土地の使用権限を証する書面 

申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合は，使用貸借契約書，賃貸借契約書等

を添付してください。 

 

⑤ 請負契約書の写し 

申請者が他の者に事業の施工を請け負わせる場合は，申請者と施工業者との工事請負の分かる

請負契約書を添付してください。 

 

⑥ 施工管理者の住民票の写し 

施工管理者は，土地の埋立て等を施工するために必要に必要な能力を持ち，工事施工中に現場

へ常駐できる者としてください。 

住民票は申請する日前 3 か月以内に発行されたものを添付してください。 

  

⑦ 埋立て等区域への土砂等の搬入経路を示した図面 

土砂等の発生場所から土地の埋立て等区域までの運搬経路を明記してください。 

 

 



32 

 

⑧ 土砂等の発生から処分までのフローシート 

土地の埋立て等に使用する土砂等について，その発生元から土地の埋立て等を実施する区域に

至る流れが分かるよう，土砂等を発生させる建設工事の名称，場所，その工事の発注者，元請業

者，発生土砂等の運搬事業者，施工事業者等を明記した流れ図を作成してください。 

 

⑨ 埋立て等区域の現況平面図，現況断面図及び面積計算書 

ア 平面図・断面図 縮尺は，土地の埋立て等を実施する区域の現況の形状が判別できるものと 

します。 

イ 面積計算書   実測に基づく求積図を作成してください。 

 

⑩ 埋立て等区域の計画平面図，計画断面図及び雨水排水計画図 

ア 平面図・断面図 縮尺は，土地の埋立て等の施工完了後の土地の形状が判別できるものとし 

ます。 

イ 雨水排水計画図 縮尺は，排水処理工程が判別できるものとし，排水計画の根拠となった流 

量計算も併せて添付してください。 

 

⑪ 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面，現況平面図及び面積計算 

 書 

ア 位置図   縮尺は 1/25,000～1/10,000 程度で，道路，地勢等の周辺状況が判別できるもの 

とします。 

イ 現況平面図 縮尺は，土砂等の発生場所の現況の形状が判別できるものとします。 

ウ 面積計算書 実測に基づく求積図とします。 

 

⑫ 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書 

土地の埋立て等の計画に基づいて予定容量を計算した書類を作成してください。 

 

⑬ 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取し

た地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第 5 号)

及び土壌分析結果証明書(計量法(平成 4 年法律第 51 号)第 122 条第 1 項の規定により登録され

た計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。) 
ア 位置図  縮尺は 1/25,000～1/10,000 程度で，道路，地勢等の周辺状況が判別できるものと

します。 

イ 現場写真 黒板を提示のうえ，「５地点で試料を採取している状況」「全試料を１カ所に並べ

た様子」「土砂等の発生場所の全景」を撮影してください。 

ウ 土壌調査試料採取報告（様式第５号） 

エ 土壌分析結果証明書 
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⑭ 土地の埋立て等が法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類(当該法令等に基づく許

認可等を要するものである場合に限る。) 

事業の施工にあたり，この条例以外の法令等による許認可等が必要な場合には，当該許可等の

許可書等又は当該許可親書等の写しを添付してください。 

 

⑮ 埋立て等区域の地耐力について行った平板載荷試験又はこれと同等の結果を得ることができる

試験の結果に関する書類（埋立て等の高さが５０㎝未満である場合は除く） 

埋立て等区域の地耐力（支持力と沈下）を明らかにしておくため，スクリューウエイト貫入試

験（旧スウェーデン式サウンディング試験），平板載荷試験，ボーリング試験等を実施し，埋立

て等による支持力と沈下等を評価した対策を検討してください。また，その結果を示す書類を添

付してください。 

 

⑯ 埋立て等区域に隣接する土地の地権者の同意を得たことを証する書類。ただし，同意が得られ

ない場合又は同意を得ることが著しく困難である場合は，その理由を記入した書類とする。 
隣地の地権者の住所，氏名，所有地の地番が署名捺印された同意書を作成し，提出してくださ

い。 

 

⑰ 条例第 12 条に規定する許可申請手数料に係る納入通知書兼領収証書の写し 
申請時に交付した納付書にて，市役所内の銀行又は会計課にて納付した領収印が押印された納

入通知兼領収書の写しを添付してください。 

 
⑱ 暴力団員又は暴力団に関する誓約書（様式第５号の２） 

申請者及び土地の埋立て等の請負者の住所，氏名，電話番号を記入し，実印を押印してくださ

い。法人の場合は，主たる事務所の所在地，その名称及び代表者氏名，電話番号及び役員名簿を

記入し，実印を押印してください。 
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 別表第１（第６条，第７条関係） 

物質 基準値 測定方法 

カドミウム 検液１リットルにつき０．００３ミ

リグラム以下 

日本産業規格 K０１０２（以下「規格１」とい

う。）の５５.２，５５.３又は５５.４に定める方

法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 規格１の３８に定める方法（規格１の３８．１．

１及び３８の備考１１に定める方法を除く。）

又は水質汚濁に係る環境基準について（昭和４

６年環境庁告示第５９号。以下「昭和４６年環

境庁告示第５９号」という。）付表１に掲げる

方法 

有機燐
りん

 
検液中に検出されないこと。 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭

和４９年環境庁告示第６４号。以下「昭和４９

年環境庁告示第６４号」という。）付表１に掲

げる方法又は規格１の３１．１に定める方法の

うちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチル

ジメトンにあっては，昭和４９年環境庁告示第

６４号付表２に掲げる方法） 

鉛 検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下 

規格１の５４に定める方法 

六価クロム 検液１リットルにつき０．０５ミリ

グラム以下 

規格１の６５．２（規格１の６５．２．７を除く。）

に定める方法（規格１の６５．２．６に定める方

法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合

にあっては，日本産業規格Ｋ０１７０―７の７の

ａ）又はｂ）に定める操作を行うものとする。）

砒
ひ

素 
検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下，かつ，埋立て等区域の土

地利用目的が農用地（田に限る。）で

ある場合にあっては，試料１キログ

ラムにつき１５ミリグラム未満 

検液中濃度に係るものにあっては，規格１の６

１に定める方法，農用地に係るものにあって

は，農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る

砒
ひ

素の量の検定の方法を定める省令（昭和５０

年総理府令第３１号）第１条第３項及び第２条

に定める方法 
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総水銀 検液１リットルにつき０．０００５

ミリグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表２に掲げ

る方法 

 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 昭和４６年環境庁告示第５９号付表３及び昭

和４９年環境庁告示第６４号付表３に掲げる

方法 

PCB 検液中に検出されないこと。 昭和４６年環境庁告示第５９号付表４に掲げ

る方法 

銅 埋立て等区域の土地利用目的が農用

地（田に限る。）である場合にあって

は，試料１キログラムにつき１２５

ミリグラム未満 

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅

の量の検定の方法を定める省令（昭和４７年総

理府令第６６号）第１条第３項及び第２条に定

める方法 

ジクロロメタン 検液１リットルにつき０．０２ミリ

グラム以下 

日本産業規格 K０１２５（以下「規格２」とい

う。）の５．１，５．２又は５．３．２に定める

方法 

四塩化炭素 検液１リットルにつき０．００２ミ

リグラム以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１，５．４．

１又は５．５に定める方法 

クロロエチレン（別

名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー） 

検液１リットルにつき０．００２ミ

リグラム以下 

地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平

成９年環境庁告示第１０号）付表に掲げる方法

１，２―ジクロロエ

タン 

検液１リットルにつき０．００４ミ

リグラム以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１又は５．

３．２に定める方法 

１，１―ジクロロエ

チレン 

検液１リットルにつき０．１ミリグ

ラム以下 

規格２の５．１，５．２又は５．３．２に定め

る方法 

１，２―ジクロロエ

チレン 

検液１リットルにつき０．０４ミリ

グラム以下 

シス体にあっては規格２の５．１，５．２又は

５．３．２に定める方法，トランス体にあって

は規格２の５．１，５．２又は５．３．１に定

める方法 

１，１，１―トリクロ

ロエタン 

検液１リットルにつき１ミリグラム

以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１，５．４．

１又は５．５に定める方法 

１，１，２―トリクロ

ロエタン 

検液１リットルにつき０．００６ミ

リグラム以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１，５．４．

１又は５．５に定める方法 
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トリクロロエチレン 検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１，５．４．

１又は５．５に定める方法 

テトラクロロエチレ

ン 

検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下 

規格２の５．１，５．２，５．３．１，５．４．

１又は５．５に定める方法 

１，３―ジクロロプ

ロペン 

検液１リットルにつき０．００２ミ

リグラム以下 

規格２の５．１，５．２又は５．３．１に定め

る方法 

チウラム 検液１リットルにつき０．００６ミ

リグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表５に掲げ

る方法 

シマジン 検液１リットルにつき０．００３ミ

リグラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１

又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 検液１リットルにつき０．０２ミリ

グラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１

又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下 

規格２の５．１，５．２又は５．３．２に定め

る方法 

セレン 検液１リットルにつき０．０１ミリ

グラム以下 

規格１の６７．２，６７．３又は６７．４に定

める方法 

ふっ素 検液１リットルにつき０．８ミリグ

ラム以下 

規格１の３４．１（規格１の３４の備考１を除

く。）若しくは３４．４（妨害となる物質として

ハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に

含まれる試料を測定する場合にあっては，蒸留

試薬溶液として，水約２００ミリリットルに硫

酸１０ミリリットル，りん酸６０ミリリットル

及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶

液とグリセリン２５０ミリリットルを混合し，

水を加えて１，０００ミリリットルとしたもの

を用い，日本産業規格Ｋ０１７０－６の６図２

注記のアルミニウム溶液のラインを追加す

る。）に定める方法又は規格１の３４．１．１

ｃ）（注（２）第３文及び規格１の３４の備考１

を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオン

クロマトグラフ法で妨害となる物質が共存し

ないことを確認した場合にあっては，これを省

略することができる。）及び昭和４６年環境庁

告示第５９号付表７に掲げる方法 
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ほう素 検液１リットルにつき１ミリグラム

以下 

規格１の４７．１，４７．３又は４７．４に定

める方法 

１，４―ジオキサン 検液１リットルにつき０．０５ミリ

グラム以下 

昭和４６年環境庁告示第５９号付表８に掲げ

る方法 

備考 

１ 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては，土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年

環境庁告示第４６号）別表の付表に定める方法により検液を作成し，これを用いて測定を行うもの

とする。 

２ 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは，測定方法の欄に掲げる方法により測定した場

合において，その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

３ 有機燐
りん

とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及び EPN をいう。 

 

別表第１の２（第６条関係） 

項目 測定方法 

水素イオン濃度指数 公益社団法人地盤工学会が定める地盤工学会基

準「土懸濁液の pH 試験方法」の最新のもの 
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別表第２（第７条関係） 

施 工 管 理

体制 

１ 施工管理者を置かなければならない場合にあっては，土地の埋立て等を施工するために必

要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 

２ 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備する

とともに，その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 

３ 埋立て等区域に，人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また，

埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。 

４ 埋立て等区域への出入口は，原則として１箇所とし，作業終了後は施錠すること。 

周 辺 環 境

対策 

１ 粉じん飛散防止のため，散水，シート掛け，表層の締固めその他の措置を講ずること。 

２ 埋立て等区域からの雨水等及び土砂等により公共用水域及び地下水の水質汚濁を生じさ

せないこと。 

３ 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 

４ 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設

けられていること。また，埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し，隣接地に雨水等が滞

水するおそれがある場合には，これを常時排水できる設備を設けること。 

５ 騒音については，騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）に規定する特定建設作業に伴っ

て発生する騒音の規制に関する基準に準じ，必要な騒音防止措置を講ずること。 

６ 振動については，振動規制法（昭和５１年法律第６４号）に規定する特定建設作業の規制

に関する基準に準じ，必要な振動防止措置を講ずること。 

交 通 安 全

対策 

１ 道路に進入路を取り付ける場合には，道路管理者と協議の上，道路管理者の指示に従うこ

と。 

２ 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し，他の交通の妨げ

とならないようにすること。 

３ 土砂等の運搬車両等の通行経路が通学路に当たるときは，教育委員会と協議の上，登下校

時間帯の土砂等の運搬車両等の通行を行わない等の必要な措置を講ずること。 

４ 他の交通に支障があると予想される場合は，交通誘導員の配置，安全施設の設置その他の

交通安全に必要な措置を講ずること。 

作業時間 １ 土地の埋立て等の施工及び土砂等の運搬は，原則として，日曜日，祝日及び年末年始を除

く日の午前９時から午後５時までに行うこととし，事業計画に従い，決められた期日及び時

間帯以外は行わないこと。 

そ の 他 生

活 環 境 の

保全対策 

１ 埋立て等区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害が生ずることがないよう，必

要な措置を講ずること。 

２ 埋立て等区域の周辺の地域の公共物，工作物，樹木及び地下水に影響を及ぼし，又は機能

を阻害させないこと。また，必要に応じ事前調査等を行うこと。 

 


